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Case22 隣接地との境界付近にブロック塀がある場合

隣接地との境界付近にブロック塀があります。境界確認の際に

注意すべき点はありますか。
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�困難要因�

▶ブロック塀が設置されている位置・形状について、地図や地積測

量図との齟齬、関係者間の認識が一致しない困難性

▶境界標がコンクリート基礎の下に埋まっているなど、物理的な境

界標の確認の困難性

対処のポイント

隣地との境界付近にブロック塀などの構造物が存している場合

には、筆界に設置したのか、あるいは所有権界や占有界を表示す
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Case３ 公図が筆界の位置を正しく表していない場合

法務局で公図を取得したところ、地番がまとめて記載されてお

り、土地の位置や区画形状が特定できません。どうしたらよいで

しょうか。
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�困難要因�

▶現地特定の困難性

対処のポイント

公図が筆界の位置を正しく表していない場合において、現地の

地番配置、土地形状を正しく反映するためには、地図訂正などに

より、公図を修正する必要があります。

解 説

１ 公図が筆界の位置を正しく表していないとは

公図は、土地の位置や形状を表していますが、中には、本Caseのよ

うに公図では土地の位置や形状が分からないものもあります。筆界が
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公図に記載されず、地番がまとめて記載されている場合（筆界未定地）

や、下図のように区画形状や隣接関係が異なる場合があります。

広範囲にわたって、公図が筆界の位置を正しく表していない地域を

「地図混乱地域」と呼んでいます。

〈公　図〉 〈現　況〉

２ 公図が筆界の位置を正しく表していない原因

公図が筆界の位置を正しく表していない原因には、次のことが考え

られます。

① 公図の作成当時から土地の位置や形状の描画に誤りがあった

② 分筆登記の際に分割線の記入が適切に行われなかった

③ 地籍調査又は登記所備付地図作成事業において、筆界を確認する

ことができなかった（筆界未定地）

一方、公図は筆界の位置を正しく表しているものの、現地の利用状

況と大きく異なっていることもあります。その原因には、次のような

ことが考えられます。

① 軍用地として強制買収、強制接収された土地が後日返還されたも

のの、現地の状況が大きく異なっていて土地を特定することができ

ない

② 造成工事などにより土地の区画形状を変更したが、登記の手続が

されなかったため、現地の状況が大きく異なっていて土地を特定す
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Case40 土地の売却に伴い、隣接する土地の境界を確認し

たいが、立会いを求める隣地所有者の所在が分から

ない場合（所有者不明土地管理制度）

対象土地甲の所有者が土地を売却しようとしたところ、隣接す

る乙地の所有者を見つけることができませんでした。境界立会い

を求める隣地所有者の所在が分からない場合には、どのように境

界を確認すればよいでしょうか。

公　道

甲　地
乙　地

所有者の所在不明

�困難要因�

▶所有者が不明な場合の境界確認の困難性

▶所有者不明土地管理制度の活用

対処のポイント

土地の売買契約においては、土地の境界を明らかにすることが

引渡しの条件となっていることが多く、この場合、売主の責任で

隣接する土地所有者と境界の確認を行い、境界確認書を作成し、

資格者が作成する確定測量図と共に買主に交付します。隣接地の

所有者の所在が分からない場合は、所有者不明土地管理制度を活
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(10) 所有者不明建物管理命令

建物についても、裁判所は、所有者を知ることができず、又はその

所在を知ることができない建物について、必要があると認めるときは、

利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象と

して、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分をすることがで

きます。

コラム

〇管理不全土地（建物）管理制度（民264の９〜264の14）

令和３年の民法改正により、所有者不明土地（建物）管理制度と共に、

管理不全土地（建物）管理制度が創設されました。

裁判所は、所有者による土地（建物）の管理が不適当であることによ

って他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され又は侵害されるお

それがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請

求により当該土地（建物）を対象として、管理不全土地（建物）管理人

による管理を命ずる処分をすることができます。

具体的には、土地や建物の所有者の所在が判明しているにもかかわら

ず、所有者によって適切な管理がなされておらず、荒廃・老朽化などに

より、近隣に危険を生じさせたり、悪影響を及ぼしたりしている状態を

解消するための制度といえます。管理不全土地（建物）管理命令の概要

は、所有者不明土地管理命令とおおむね同様ですが、相違点として、管

理人が管理不全土地管理命令の対象とされた土地（建物）を処分するこ

とについて裁判所が許可をするときは、その所有者の同意が必要なこと

が挙げられます。
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